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納入（履行）
場　　　所

納　　　期
（履行期限）

見積依頼書
公　表　日

見 積 書
提出期限

見積合わせ
の　日　時

防衛省競争
参加資格

備考

1 野菜切裁用調理機修理 高知駐屯地 6.5.31 6.4.18
6.4.25
13時00分

6.4.25
13時00分

4

契約機関名　　　陸上自衛隊高知駐屯地　第４１９会計隊　（担当：石原）

　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒７８１－５４５１

住　　所　　　　　 高知県香南市香我美町上分３３９０

電話番号          ０８８７－５６－３４７１　（内線：３４１）

　　FAX番号　　　　 　０８８７－５６－３４７５

令和6年4月18日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

 　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。

　本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもっても申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見
積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

　件名リスト



 件名リスト一連番号 1

見積金額￥ （消費税及び地方税を含まない。）

ＮＯ 件　　　　　　名 規　　　格 単位 数　量 単　　価 金　　　額

1 野菜切裁用調理機修理 仕様書のとおり 式 1

2 以下余白

3

4

5

6

7

8

9

10

陸上自衛隊
高知駐屯地

総額決定

分任契約担当官
陸上自衛隊高知駐屯地
第419会計隊長　　塩津　幸孝　殿
   

住  　所

会 社 名

代表者名        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

納　　　期 令和6年5月31日

落 札 方 法
見 積 書
有効期間

令和6年4月25日

  上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準
契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。
　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示
された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

契 約 保 証 金 免　　　除

見　　　積　　　書

納 入 （ 履 行 ） 場 所



 件名リスト一連番号 1

　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方税を含まない。）

ＮＯ 件　　　　　　名 規　　　格 単位 数　量 単　　価 金　　　額

1 野菜切裁用調理機修理 仕様書のとおり 式 1

2 以下余白

3

4

5

6

7

8

9

10

陸上自衛隊
高知駐屯地

総額決定

分任契約担当官
陸上自衛隊高知駐屯地
第419会計隊長　　塩津　幸孝　殿
   

住  　所

会 社 名

代表者名        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

令和6年4月24日

市　価　調　査　書

納 入 （ 履 行 ） 場 所 納　　　期 令和6年5月31日

落 札 方 法
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野菜切裁用調理機 修理 仕様書 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知駐屯地業務隊 
 

 

 

 

 

 

 

 

文書管理者：高知駐屯地業務隊補給科長 

 

保存期間 ：５年（１２．３．３１） 
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標 準 仕 様 書 

 
  
 調達要求番号：4RUM1A00016 

陸  上 自 衛 隊  仕 様  書  

物品番号      4540-162-3072-5 仕 様 書 番 号 

野菜切裁用調理機 修理 

防衛大臣承認        令和 年  月  日 
作     成 令和 ６年 ４月１５日 
変     更        令和 年  月  日 
作成部隊等名        高知駐屯地業務隊 

 
1 総 則 
1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊の高知駐屯地業務隊、野菜切裁用調理機 ＭＧ－２０１Ｋ 
の修理について規定する。 

2 修理に関する要求 
2.1 修理の内容 
2.1.1  対象機材 
a) 製品名 ：野菜切裁用調理機 ＭＧ－２０１Ｋ 
b) 製造会社：エムラ 
c） 形  式：ＭＧ－２０１（１０１）Ｋ 
d） 台  数：１台 

e） 機材番号：０９４８２９ 

2.1.2 修理内容 
 主軸ＡＳの交換 
2.1.3 故障状況 
 回転軸部のベアリングの経年劣化によるオイル漏れ及び異音 
2.2 契約条件 
a) 修理の際の不具合は、業者負担にて処理するものとする。 
b) 修理の際の発生材は、業者負担にて処理するものとする。 
c) 修理個所に関する保証は、修理完了後 1年以上とする。 
2.3 作業時間 
  原則調理時間外とする。（細部の時間については官側と調整するものとする。） 
2.4 整備完了時期 

令和６年５月３１日とするも、 契約後速やかに。 
3 監督及び検査 
3.1 監 督 
  仕様書に基づいた履行の立会、工程の管理を行う。 
3.2 検 査 
  請負業者は、作業終了後検査官立会のもと試験を実施し、合格を持って完了とする。 
4 その他 
4.1 作業による事故補償 
作業中の事故については、受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 

4.2 その他 
関係法令に基づき適切に処理するものとする。 


